
バイパス配水管設計整備事業（バイパス・松原市ほか）

技術提案書　評価結果 管理番号　２
技術提案項目

No. 分類 提案項目

1

１．
事業計画に
関する事項 本事業の目的達成のため、設計・施工一括発注方式の利点及

び本事業の内容について説明を求める。

要求水準書記載事項を踏まえ、本事業の理解度について、以下の項目について評価する。
　①設計・施工一括発注方式の利点
　②本事業の目的、背景や地域特性、制約事項

4
各項目について妥当な提案があれば２点とする。
全２項目について同様に判定し、その合計点をもって
評価する。

4
①設計・施工一括発注方式の利点【妥当な提案：２点】
・工期短縮、コスト縮減、発注者の負担軽減についての記載があり、妥当な提案である。

②本事業の目的、背景や地域特性、制約事項【妥当な提案：２点】
・本事業の目的、背景や地域特性、制約事項についての記載があり、妥当な提案である。

2

２．
技術提案

２－１．
事業効果に関する事項

１）
効率的な整備
（工期短縮）

本事業の事業効果向上のため、コスト縮減に配慮したうえでの
早期完成に向けた具体的方策の提案及びその定量的効果（工
期、コスト）の提示を求める。
また、その提案内容に関する実績があれば、併せて提示を求
める。

要求水準書記載事項を踏まえ、以下の項目について、工期短縮とコスト縮減に資する、実現性及び有効性のある
提案について評価する。
　①立坑築造計画
　　　 （提案する立坑築造は、立坑数、寸法、施工方法など 総合的に検討すること。）
　②一次覆工計画
　　　（提案する一次覆工は、泥水式シールド工法に関するものに限る。）
　③二次覆工計画
　　　（提案する二次覆工は、配水管の布設及び充填方法に 関するものに限る。）

なお、入札参加者の施工実績（新技術を含む）があれば評価の対象とする。 12

各項目について優れた提案があり、かつ実績があれば
４点とし、優れた提案のみであれば２点とする。
全３項目について同様に判定し、その合計点をもって
評価する。

12

①立坑築造計画【優れた提案・実績有：４点】
・三宅立坑の省略や野遠立坑の工法変更（円形鋼矢板立坑）及び深度縮小、東除立坑の内径縮小などについての記載があり、優れた提案である。また、提案に対す
る実績もある。

②一次覆工計画【優れた提案・実績有：４点】
・広幅セグメントの採用やセグメントの２リング同時輸送、両発進立坑での２方向上下段同時掘進、三宅立坑省略に伴うシールド機機械式地中接合工法などについて
の記載があり、優れた提案である。また、提案に対する実績もある。

③二次覆工計画【優れた提案・実績有：４点】
・両端立坑からの２方向同時施工、両発進立坑での２方向上下段同時施工、モルタル充填作業のスパン長大化などについての記載があり、優れた提案である。また、
提案に対する実績もある。

3

２－２．
合理的な設計・施工計
画に関する事項

１）
適切な設計計画

確実で円滑な工事着手のための、事前調査と詳細設計、施工
計画について、具体的提案を求める。

要求水準書記載事項を踏まえ、以下の項目に関する実現性及び有効性のある提案について評価する。
　①調査・設計段階における近接構造物への影響に係る協議などを考慮した円滑な事業実施計画
　②施工性、経済性を考慮した平面・縦断線形計画
　③既設大泉緑地立坑への接続に十分配慮した設計・施工計画

9

各項目について、非常に優れた提案であれば３点と
し、優れた提案であれば１点とする。
全３項目について同様に判定し、その合計点をもって
評価する。

9

①調査・設計段階における近接構造物への影響に係る協議などを考慮した円滑な事業実施計画【非常に優れた提案：３点】
・立坑築造場所における地中レーダー探査、既設立坑側方での磁気探査による残置物調査などについての記載があり、非常に優れた提案である。

②施工性、経済性を考慮した平面・縦断線形計画【非常に優れた提案：３点】
・三宅立坑省略による平面線形計画及び野遠立坑の深度縮小による縦断線形計画などについての記載があり、非常に優れた提案である。

③既設大泉緑地立坑への接続に十分配慮した設計・施工計画【非常に優れた提案：３点】
・大泉緑地立坑への接続に関する凍結工法などについての記載があり、非常に優れた提案である。

4

２）
周辺施設への影響がなく
堅牢な立坑の築造

立坑築造時における周辺の構造物等に対して地盤変状等に伴
う被害が生じない施工方法や管理方法と、コンクリートの耐久
性及び水密性確保の方法について、具体的提案を求める。
また、その提案内容に関する実績があれば、併せて提示を求
める。

要求水準書記載事項を踏まえ、以下の項目に関する実現性及び有効性のある提案について評価する。
　①供用中の工業用水道施設や周辺の地下埋設物及び近隣構造物に影響を与えないため、周辺地盤の変状
　　　を防ぐ立坑及びその他の施工における施工方法及び管理方法
　②コンクリートの耐久性及び水密性向上のための対策

なお、入札参加者の施工実績（新技術を含む）があれば評価の対象とする。

6

各項目について優れた提案があり、かつ実績があれば
３点とし、優れた提案のみであれば１点とする。
全２項目について同様に判定し、その合計点をもって
評価する。

6

①供用中の工業用水道施設や周辺の地下埋設物及び近隣構造物に影響を与えないため、周辺地盤の変状を防ぐ立坑及びその他の施工における施工方法及び管理
方法【優れた提案・実績有：３点】
・立坑圧入時の周面摩擦低減材の使用、立坑内自動注水による地下水位保持、地中変位計設置による地山の変位計測などについての記載があり、優れた提案であ
る。また、提案に対する実績もある。

②コンクリートの耐久性及び水密性向上のための対策【優れた提案・実績有：３点】
・目地処理による打継目の止水性向上、温度応力解析によるひび割れ防止などについての記載があり、優れた提案である。また、提案に対する実績もある。

5

３）
高精度で確実なシールド
の施工

各種施工条件（急曲線、長距離、近接施工等）を踏まえた、
シールド施工方法や管理方法について、具体的提案を求める。
また、その提案内容に関する実績があれば、併せて提示を求
める。

要求水準書記載事項を踏まえ、以下の項目に関する実現性及び有効性のある提案について評価する。
　①シールド線形精度を確保する方法
　②掘進停止リスクの低減方法

なお、入札参加者の施工実績（新技術を含む）があれば評価の対象とする

6

各項目について優れた提案があり、かつ実績があれば
３点とし、優れた提案のみであれば１点とする。
全２項目について同様に判定し、その合計点をもって
評価する。

6

①シールド線形精度を確保する方法【優れた提案・実績有：３点】
・ＡＩ自動方向予測システムの導入、クレーショックミニパッカー工法を用いた急曲線部におけるシールド線形確保、テールクリアランス自動計測システム導入などにつ
いての記載があり、優れた提案である。また、提案に対する実績もある。

②掘進停止リスクの低減方法【優れた提案・実績有：３点】
・切羽可視化システムによる地山状態予測、切羽水圧安定制御の採用、超硬ビット装備による摩耗抑制などについての記載があり、優れた提案である。また、提案に
対する実績もある。

6

２－３．
安全性の確保に関する
事項

１）
労働災害事故の防止

各種施工条件（長距離、小口径等）を踏まえ、一次覆工時の出
水に起因する労働災害事故の防止対策として、リスクアセスメ
ントシートの作成を求める。

要求水準書記載事項を踏まえ、以下の観点から評価する。
　・優先度の高いリスクが網羅されているか
　・リスク低減措置は具体的かつ有効性が高いか。また、ICT等の新技術を積極的に活用しているか。

10 各提案項目について優れた提案であれば１点とする。
その合計点をもって評価する。 10 【優れた提案１０項目×１点＝１０点】

全ての提案について、優先度の高いリスクが網羅され、かつ、リスク低減措置が具体的かつ有効性が高いものであり、優れた提案である。

8 -10
大阪府又は大阪広域水道企業団発注工事における工
事成績点の減点
　・70点未満（過去１か年度の取得成績点）

ー 大阪府又は大阪広域水道企業団発注（単価契約によるものを除く。）の土木一式工事で、令和５年４月１日から令和６年３月31日までの間において完成検査を受け、
工事成績点70点未満と判定された実績なし。

50

求める提案内容 評価の項目（審査の視点)
配点

(加算点)
加算点の評価方法 技術評価点 評価理由（下線部：減点対象箇所）

１）
本事業の理解度

7

３．
施工実績
(工事成績)

１）
優良な工事成績点の有無 大阪府又は大阪広域水道企業団発注（単価契約によるものを除く。）の土木一式工事で、平成26年４月１日から令和６年３月31日までの間において完成検査を受け、工事成績点

85点以上、80点以上84点以下、75点以上79点以下(以下、「優良な工事成績点」という。）と判定された実績の有無
〇実績については、入札参加者である特定建設企業体の代表者の実績について評価するものとする。
〇特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員として参加していた施工実績にあっては、出資比率20％以上のものに限る。

※優良な工事成績点の加算点の複数行使は認めない。

優良な工事成績点による加算点は、当該成績を取得した対象工事ごとに令和６年度において１回に限り申請することができる。ただし、申請者が今回の入札で落札候補者になら
なかった場合には、今回の入札における落札候補者決定日以降に公告される工事に限り、再度、当該対象工事にかかる優良な工事成績点を申請することができる。
 
　なお、今回の入札公告において申請した優良な工事成績点を用いて既に落札候補者になっている場合又は本事業の入札公告日から落札候補者決定日までの間に他の工事
に申請していることが判明した場合には、その判明した時期により次の①～③の措置を行う。
　　①開札前に判明した場合は本技術審査資料を無効とする。
　　②開札した時点から落札決定までに判明した場合は失格とする。
　　③落札決定以後に判明した場合において、次年度の工事に本項目の加算点の申請はできないものとする。
　　　　（次順位者以降の者が落札候補者となった場合についても同様に扱う。）
  ただし、対象となる入札公告が企業団の責により取止めとなった場合は、取止めとなった入札公告において行った加算点申請はなかったものとし、①～③の措置は行わない。

優良な工事成績点を取得した対象工事であっても、平成23年４月１日以降に大阪広域水道企業団から入札参加停止の措置を受けた場合で、かつ優良な工事成績点を取得した
対象工事の検査日が当該入札参加停止措置の期間の末日以前となっているときは、優良な工事成績点による加算点を付与しない。

3

Ａ：大阪府又は大阪広域水道企業団発注工事
　　における優良な工事成績点
　・85点以上（過去10か年度の取得成績）
　　（３点）

Ｂ：大阪府又は大阪広域水道企業団発注工事
　　における優良な工事成績点
　・80点以上84点以下（過去10か年度の取得成績）
　　（２点）

Ｃ：大阪府又は大阪広域水道企業団発注工事
　　における優良な工事成績点
　・75点以上79点以下（過去10か年度の取得成績）
　　（１点）

Ａ～Ｃの重複申請不可　最大３点

3 【Ａ：３点】
85点以上（過去10か年度の取得成績）の実績あり。

２）
工事成績点に係る減点

大阪府又は大阪広域水道企業団発注（単価契約によるものを除く。）の土木一式工事で、令和５年４月１日から令和６年３月31日までの間において完成検査を受け、工事成績点
70点未満と判定された実績の有無
〇実績については、入札参加者である特定建設企業体の代表者の実績について評価するものとする。
〇特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員として参加していた施工実績にあっては、出資比率20％以上のものに限る。

加　算　点　合　計

補足説明

・ 提案する内容は、土質条件によって左右されず、かつ本事業に適用可能なものに限る。

・ 提案に関する実績は、入札参加者である特定建設共同企業体の構成員の実績に限る。

・ 提案内容と実績に相違点や矛盾などがあった場合は、その項目については評価しない。

・ 実績については、それを示す根拠資料等を提出すること。ただし、過去の年数制限は設けない

ものとする。

補足説明

・ 提案する内容は、土質条件によって左右されず、かつ本事業に適用可能なものに限る。

・ 提案に関する実績は、入札参加者である特定建設共同企業体の構成員の実績に限る。

・ 提案内容と実績に相違点や矛盾などがあった場合は、その項目については評価しない。

・ 実績については、それを示す根拠資料等を提出すること。ただし、過去の年数制限は設けない

ものとする。

補足説明

 ・ 提案する一次覆工は、泥水式シールド工法に関するものに限る。

 ・ 提案する内容は、土質条件によって左右されず、かつ本事業に適用可能なものに限る。

 ・ 提案に関する実績は、入札参加者である特定建設共同企業体の構成員の実績に限る。

 ・ 提案内容と実績に相違点や矛盾などがあった場合は、その項目については評価しない。

 ・ 実績については、それを示す根拠資料等を提出すること。ただし、過去の年数制限は設けない

ものとする。

補足説明

 ・ 一次覆工は泥水式シールド工法を想定してリスクの見積りを行うこと。

資料２－２


